
略式代執行による空き家除却費用について 

 

①船子については、昭和 55 年建築、築年数 39 年 

の木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建ての空き家で、 

所有者は、建物、土地ともに同一人ですが、平成 

27 年に死亡し、配偶者、子その他の相続関係人 

７人が相続放棄し、所有者が不存在となってい 

ました。 

 

②下津古久については、昭和 52 年建築、築年数 

42 年の木造セメント瓦ぶき２階建の空き家で、 

所有者は、建物、土地ともに同一人ですが、平成 

17 年に死亡し、配偶者、兄弟その他の相続関係 

人 16 人が相続放棄し、所有者が不存在となって 

いました。 

 

       ■空き家除却費用 

所在地 除却費用（円） 

船子 1,852,391 

下津古久 2,547,609 

合 計 4,400,000 

※解体費用ついては、一部国庫補助金が含まれています。 
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